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◇
申
告
す
る
人

平
成
20
年
１
月
１
日
現
在
、
三
芳
町

に
住
所
の
あ
る
人
。

他
市
町
村
に
居
住
し
、
三
芳
町
に
事

業
所
ま
た
は
家
屋
敷
を
所
有
す
る
人
。

※
町
・
県
民
税
の
申
告
用
紙
は
、
１
月

下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
届
い
て

い
な
い
人
で
申
告
が
必
要
な
人
は
、
住

民
税
係
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
申
告
し
な
く
て
も
よ
い
人

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
で
勤
務
先
か

ら
町
に
給
与
支
払
報
告
書
が
送
付
さ
れ

る
人
。

所
得
税
の
確
定
申
告
書
が
送
付
さ
れ

て
い
る
人
。

納
税
義
務
者
の
控
除
対
象
配
偶
者
や

扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
人
。

　

た
だ
し
、
納
税
義
務
者
が
単
身
赴
任

な
ど
で
、
町
外
に
住
ん
で
い
る
場
合
は

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
書

印
鑑

ボ
ー
ル
ペ
ン
及
び
計
算
用
具

源
泉
徴
収
票

国
保
・
年
金
、
生
命
保
険
等
の
領
収

書※
申
告
す
る
人
が
、
平
成
19
年
中
に
納

め
た
国
民
健
康
保
険
税
と
国
民
年
金

保
険
料
は
、
本
人
の
分
は
も
ち
ろ
ん
、

家
族
の
分
も
含
め
、
全
額
が
所
得
税
と

町
・
県
民
税
の
控
除
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

所
得
控
除
の
申
告
手
続
き
の
際
に
は
、

必
ず
領
収
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
申
告
に
関
す
る
お
願
い

所
得
税
の
確
定
申
告
書
が
送
付
さ
れ

て
い
る
人
は
、
川
越
税
務
署
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

自
分
で
申
告
書
の
記
載
が
で
き
る
人

ま
た
は
源
泉
徴
収
票
の
提
出
だ
け
で
申

告
が
完
了
す
る
人
は
、
郵
送
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

申
告
期
間
中
は
、
職
員
が
会
場
へ
出

か
け
て
い
ま
す
の
で
、
税
務
課
の
窓
口

で
は
申
告
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

青
色
申
告
や
分
離
課
税
所
得
（
退
職

所
得
・
株
式
等
の
譲
渡
所
得
を
含
む
）

の
申
告
相
談
は
川
越
税
務
署
で
の
申
告

と
な
り
ま
す
。

　

今
年
も
町
・
県
民
税
の
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
申
告
書
の
提
出
が
な

い
と
、
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
、
保
育
所
の
入
所
、
ま
た
は
児
童
手
当
等
に
使

用
す
る
証
明
書
が
発
行
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
期
間
内
に
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
期
限
間
近
、
特
に
３
月
７
日
以
降
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
、
ご
迷
惑

を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
は
な
る
べ
く
お
早
め
に
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

税
務
課
住
民
税
係
（
内
線
１
３
２
〜
１
３
４
）

　

平
日
以
外
に
も
２
月

日
と
３

月
２
日
の
日
曜
日
に
申
告
相
談
・

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

対
象
地
域
は
左
表
の
と
お
り
で
す

が
、
両
日
と
も
相
当
の
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承

願
い
ま
す
。

期　日
対　象　地　域

会　場
午前９時～ 時 午後１時～４時

２月 日（月） 上富１区 上富２・３区

三芳町役場
３階会議室

日（火） 北永井１区 北永井２・３区

日（水） 北永井１区 北永井２・３区

日（木） 藤　久　保　１　区

日（金） 藤　久　保　１　区

日（日） 上富・北永井・みよし台

日（月） 藤　久　保　２　区

日（火） 藤　久　保　２　区

日（水） 藤　久　保　３　区

日（木） 藤　久　保　３　区

日（金） 藤　久　保　４　区

３月２日（日） 藤久保　・　竹間沢

３日（月） 藤　久　保　５　区

４日（火） 藤　久　保　６　区

５日（水） 竹　間　沢　１　区

６日（木） み よ し 台 １ 区

７日（金）

この期間は、上記の日程に都合の
つかない人が対象になります。

日（月）

日（火）

日（水）

日（木）

日（金）

日（月）

町・県民税の申告相談日時および会場

町
・
県
民
税
の
申
告
相
談
の
季
節
で
す

◇
申
告
す
る
人

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
人
で
、
平
成
19
年
中
の

各
所
得
の
合
計
が
、
所
得
控
除
合
計
よ
り
多
い
人
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
で
、
年
末
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与

所
得
が
あ
る
人
。

土
地
や
建
物
な
ど
の
不
動
産
、
機
械
な
ど
の
動
産
を
売
却

し
た
人
。

※
確
定
申
告
書
は
ご
自
分
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
税
務
署

あ
て
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
に
つ
い
て
は
、
町
、

県
民
税
や
事
業
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
申
告
会
場　

川
越
税
務
署　

川
越
市
大
字
並
木
452

２

◇
申
告
日　

２
月
18
日

〜
３
月
17
日

※
今
年
の
確
定
申
告
期
間
中
は
、
平
日
以
外
で
も
２
月
24
日

と
３
月
２
日

の
２
日
間
に
限
り
、
川
越
税
務
署
会
場
の

み
で
確
定
申
告
の
相
談
・
申
告
書
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
２
日
間
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
予
め

ご
承
知
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
こ
の
２
日

間
は
、
東
上
パ
ー
ル

ビ
ル
会
場
で
の
相
談

は
行
っ
て
お
り
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
願

い
ま
す
。

◇ 

問
い
合
わ
せ
・

　

送
付
先

川
越
税
務
署　

　

申
告
案
内
窓
口

〒
350

８
６
６
６

川
越
市
大
字
並
木
452

２235

９
４
６
５

国税庁ホームページで所得税の確定申告書が作成できます。

　国税庁のホームページでは、パソコンで所得税の確定申告

書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」を提供してい

ます。税務署へ出向くこともなく自宅などで都合のよい時間

に申告書を作成できて大変便利です。作成した申告書は添付

書類とともに、そのまま郵送などで税務署に提出できますの

でぜひご利用ください。

「国税庁ホームページ」アドレス　http://www.nta.go.jp

　

還
付
申
告
相
談
会
場
で
は
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
等
が
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
の
確
定
申
告
を
２
月
６
日

か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
源
泉
徴

収
票
（
原
本
）
と
必
要
書
類
（
広
報

み
よ
し
１
月

日
号
参
照
）
を
持
参

し
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
受
付
内
容

給
与
所
得
者
で
、
医
療
費
控
除
を

受
け
る
人

給
与
所
得
者
で
、
平
成
19
年
の
途

中
で
退
職
し
た
た
め
年
末
調
整
を
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
人

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

（
注
）

〜

以
外
の
内
容
の
人
は
、

東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
で
は
受
付
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
川
越
税
務
署
へ
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
問
い
合
わ
せ

　

川
越
税
務
署

235

９
４
６
５

◇
受
付
期
間

　

２
月
６
日

〜
３
月
12
日

　

※
土
、
日
曜
・
祝
日
を
除
く

◇
受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
11
時

　

午
後
１
時
〜
３
時

◇
還
付
申
告
の
相
談
会
場

　

東
上
パ
ー
ル
ビ
ル
地
下
１
階

　

（
川
越
駅
西
口
徒
歩
１
分
）

ＪＲ川越線・東武東上線 

川　越　駅 

西口 埼玉りそな銀行 
川越南支店 

噴  水 東上パールビル 
地下１階 

三  

越 

県道川越・所沢線 

足利 
銀行 

バ
ス
停 

出入口 

至寄居 至池袋 

至高麗川 至大宮 

還
付
申
告
を
さ
れ
る
人
へ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。

　

所
得
税
・
町
民
税
の
申
告
の
際
に
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

65
歳
以
上
で
要
介
護
１
か
ら
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
対
し
て
、
「
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
交
付
し
ま
す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
場
所
・
問
い
合
わ
せ　

高
齢
者
支
援
課
（
内
線
１
８
４
〜
１
８
７
）

税
制
改
正
に
よ
る
平
成

年
度

個
人
住
民
税
の
主
な
改
正
内
容

▽
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

　

平
成
20
年
度
か
ら
損
害
保
険
料
控

除
を
廃
止
し
、
地
震
保
険
料
控
除
が

創
設
さ
れ
、
支
払
っ
た
地
震
保
険
料

の
２
分
の
１
（
上
限
２
万
５
千
円
）

が
控
除
さ
れ
ま
す
。
経
過
措
置
と
し

て
一
定
の
長
期
損
害
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
地
震
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
（
上
限
１
万
円
）
。

▽ 

住
民
税
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
税
額

控
除
）
の
創
設

　

平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
、
所

得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て

い
る
人
で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き

れ
な
い
額
が
あ
る
場
合
は
、
住
民
税

（
所
得
割
額
）
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

▽ 

老
年
者
に
対
す
る
非
課
税
措
置
の

廃
止

　

平
成
17
年
１
月
１
日
に
お
い
て
65

歳
に
達
し
て
い
た
人
の
う
ち
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
125
万
円
以
下
の
人

に
対
す
る
非
課
税
措
置
が
廃
止
と
な

り
ま
す
。

▽
税
源
移
譲
に
よ
る
経
過
措
置

　

平
成
19
年
中
の
所
得
が
大
き
く
減

少
し
た
結
果
、
所
得
税
が
か
か
ら
な

く
な
り
住
民
税
増
加
に
よ
る
負
担
増

が
生
じ
る
場
合
、
平
成
19
年
度
分
の

住
民
税
を
税
源
移
譲
前
ま
で
減
額
す

る
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

所得税の確定申告はお早めに！
「郵送による提出」にご協力をお願いします！


